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特定農林水産物等登録簿 

登録番号 第33号 登録年月日 平成29年５月26日 

申請番号 第78号 申請年月日 平成28年７月27日 

特定農林水産物等の

区分 
第一類 農産物類 果実類（かぼす） 

特定農林水産物等の

名称 
大分かぼす（オオイタカボス） 

特定農林水産物等の

生産地 
大分県内 

特定農林水産物等の

特性 

「大分かぼす」は、大分県内で栽培されたかぼす果実であり芳香が

最高となる緑色の時期に収穫し、青果向けに出荷されている。「大

分かぼす」は、さわやかな香りと強すぎない酸味が特徴で、果汁を

搾って料理に使うことにより、その優れた風味が食材の本来の味を

引き立てる。 

通常、かぼすは露地栽培では８月下旬から緑色の果実として収穫

期を迎える。１０月から１１月ごろには黄色に変色していくが、「大

分かぼす」はそれ以前に収穫した果実を貯蔵し、翌年２月頃まで出

荷する。さらに、３月からは加温ハウス栽培の出荷が始まり、グリ

ーンかぼすとしての周年供給体系を確立している。 

また、品質面においては、統一された栽培方法に基づき生産され

ており、未熟果（果汁の少ないもの）の出荷を防ぐため、例年果汁

調査を実施し、概ね果汁歩合２０％以上のものを収穫し、出荷規格

に基づき果実の色、形状、傷等について確認をして出荷している。 

上記のような取組により、品質のよい青果を周年出荷しているこ

とが出荷市場からの高い評価につながっている（資料 No1「市場評

価」）。 

毎年８月中旬に行われる「大分かぼす旬入り宣言式」は、地元の

新聞・テレビなどで大きく報道されており、地元大分を代表する産

品として認知されている。 

特定農林水産物等の

生産の方法 

（１）品種 

大分県内で栽培されたかぼすで、県が奨励する系統を使用する。 

（２）栽培の方法 

良質な大分かぼすの生産を効率的に行うため、基本的には、大分

県が推奨する栽培方法にしたがい、生産を行う。 

（樹形・せん定） 

 かぼすは柑橘類の中では枝梢の懐に結果する性質（内成性）が強

いため、樹冠内部まで日が差す樹形とする。体質の強い果実を生産
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するため、果実によく日を当て、葉かげ果ができるだけ少なくなる

樹形にする。 

（摘果） 

摘果は生理落果の終わる時期に行い、着果過多とならないように

する。 

（収穫時期） 

果汁量の多い良質なかぼすを消費者へ提供するため、収穫は果汁

歩合が概ね２０％以上になると見込まれる時期とする。この時期を

設定するにあたっては、県、農業団体が大分県内で気象・立地等に

より生育の早い産地と遅い産地からサンプルを採取し、果汁量を測

定する。大分県独自の蓄積データから果汁歩合を予測し、県内全域

で果汁歩合が概ね２０％以上となるであろう日を出荷適正日とし

て設定する。ハウス栽培についても、同様に出荷適正日を設定する。 

（３）貯 蔵 

収穫後すぐに出荷せず貯蔵する場合には、県が推奨する栽培マニ

ュアルを参考に、果実の緑色、果汁歩合等の品質を保つように貯蔵

を実施する。 

（４）出荷の方法 

果実の色、形状、傷等について、「大分かぼす」出荷マニュアル

（資料 No2「「大分かぼす」出荷マニュアル」）に基づき確認する。 

（５）最終製品としての形態 

「大分かぼす」の最終製品としての形態は青果（かぼす）である。 

特定農林水産物等の

特性がその生産地に

主として帰せられる

ものであることの理

由 

かぼすは、古くは薬用として重宝されていたが、「大分かぼす」

が調味料に適する柑橘として高く評価されたのは近年のことで、昭

和４０年代に大分県が栽培を奨励することによって、面積が急速に

拡大していった。昭和５４年には、当時の平松大分県知事が「一村一

品運動」を提唱し、元来大分県内にて栽培されていたかぼすは、その

旗手として各種イベントにて大分県の特産品として脚光を浴びるよ

うになり、大分県カボス振興協議会では、大都市圏や地元において消

費拡大活動を継続して行い、ブランド価値の向上に努めてきた。農林

水産省の特産果樹生産動態等調査においても、昭和５３年以降、大分

県は常にかぼすの全国生産量の９０％以上を占めており、大分県で

は、他産地に類を見ないかぼす振興を行ってきていると言える。 

その過程で、県外でも需要を開拓し、出荷されるようになった「大

分かぼす」は、拡大する需要に応えるため、ハウス栽培の導入、貯蔵

用品種の増産、貯蔵技術の開発といった周年出荷に向けた技術の開

発・向上を行い、グリーンかぼすとしての周年供給体系を確立した。

このような、産地をあげての出荷体制の構築は、長年かぼすを県の特
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産品として位置づけ、販売を行ってきた大分県ならではのものであ

る。 

また、果汁調査の結果から出荷される果実の果汁歩合が概ね２０

％以上となるよう「大分かぼす旬入り宣言日」を設定し、果汁量の多

い良質な「大分かぼす」を消費者に提供するように取り組んでおり、

地元市場で行われる「大分かぼす旬入り宣言式」は地元メディアで大

きく取り上げられるなど、「大分かぼす」はまさに大分県の顔とも言

える特産品となっている。 

特定農林水産物等が

その生産地において

生産されてきた実績 

 

臼杵市乙見地区に残る言い伝えによると、江戸時代に宗玄という

医師が京都から持ち帰った苗木（種子という説もあるが、詳細は

不明）を栽植したのがはじまりとされており、果実は古来薬用と

して重宝された。臼杵市内には樹齢２００年といわれる古木が存

在していたことと、現在も樹齢１００年前後の古木が数点存在し

ている。 

 食酢や薬用として庭先に植えられていたが、大分県が栽培を奨

励し、急速に新植され、産地化されはじめたのは昭和４０年代か

らである。 

 昭和４７年に、県と農業団体、市町村、生産者による「大分県

カボス振興協議会」が設立され、力を合わせた消費拡大活動が始

まった。昭和４８年には、出荷の前進化のため臼杵市で試験的に

ハウス栽培が行われ、竹田市ではかぼす加工品の開発・販売が開

始された。 

 昭和５０年代後半から、産地の貯蔵・選果・ハウスなどの施設

や、種無し・晩生品種の導入等で生産ならびに出荷の体制が整っ

た。 

 昭和６２年には、かぼす独自の貯蔵法を開発し、飛躍的に貯蔵

期間が延長されるとともに、貯蔵専用系統「豊のみどり」の普及

により、グリーンかぼすの周年供給体系が確立した。 

平成に入り、銘柄を「大分かぼす」に統一し、現在に至るまで、

グリーンかぼすの周年出荷を行っている。 

規則第５条第２項各

号に掲げる事項 

第13条第１項第４号ロ該当の有無：無 

登録生産者団体の名

称及び住所並びに代

表者の氏名 

大分県カボス振興協議会 
大分県大分市大手町３－１－１ 
大分県農林水産部おおいたブランド推進課内 
会長 渕野 勇 
 

備考  
 

１.［登録生産者団体の代表者の氏名の変更］ 
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変更年月日：平成29年７月１日 

（変更前）会長 尾野 賢治 

（変更後）会長 中島 英司 

 

２.［登録生産者団体の代表者の氏名の変更］ 

変更年月日：平成31年４月26日 

（変更前）会長 中島 英司 
（変更後）会長 大友 進一 

 

３.［登録生産者団体の代表者の氏名の変更］ 

変更年月日：令和３年５月28日 

（変更前）会長 大友 進一 

（変更後）会長 佐藤 章 

 

４.［登録生産者団体の代表者の氏名の変更］ 

変更年月日：令和６年５月22日 

（変更前）会長 佐藤 章 

 （変更後）会長 渕野 勇 

 

 


